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金沢大学附属病院受託研究審査委員会標準業務手順書新旧対照表 

改正（第２１版） 現行（第２０版） 

〇金沢大学附属病院受託研究審査委員会標準業務手順書 
 
【審査委員会の運営】 
 

第 5 条 （略） 
 
2 審査委員会の開催にあたっては，あらかじめ審査委員会事務局から原則として

7 日前に開催通知書を送付するものとし，審査対象資料については、金沢大学

附属病院治験業務の電子化に関する標準業務手順書に基づき委員長及び各委員

に提供する。 
 
 

附 則                     （略） 
附 則 

この手順書は，西暦 2025年 3月 13日から施行する 

〇金沢大学附属病院受託研究審査委員会標準業務手順書 
 
【審査委員会の運営】 
 
第 5 条 （略） 

 
2 審査委員会の開催にあたっては，あらかじめ審査委員会事務局から原則として

10 日前に開催通知書並びに審査対象資料を委員長及び各委員に送付するもの

とする。 
 
 
 

附 則                     （略） 
 
 

 


